
ボーナスカット共同本人訴訟（Ⅰ）で、非違行為を  

注意指導したとする管理者の氏名が明らかになる！！

管理者がこんな報告していた！！ 島津さんのカット理由２４事象！

原告島津事象№１３（横田 浩平助役）

平成２６年７月１２日２２時３８分頃、仕業庫において、Ｎ７００Ａ新幹線電車（Ｇ１４編成）の仕業検

査時、緊急ブレーキテストが終了した際に、「海側側引戸『開き』、車側灯『点灯』ヨシ」の指差確認喚呼を

行わなかったため、原告島津は管理者から注意指導を受けた。

原告島津事象№１４（松本 敏彦助役）

平成２６年７月３０日１時４０分頃、Ｎ７００系（改造）新幹線電車（Ｘ５１編成）の仕業検査時、ＡＴ

Ｃ情報確認の一部及び仕業検査終了印字の確認を行わなかったため、同年８月３日９時０分頃、第一会議室

において、原告島津は管理者から注意指導を受けた。

原告島津事象№１５（横田 浩平助役）

成２６年８月９日１７時０４分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ３５編成）の仕業検査時、

便所の検査の際に、便所の錠装置の検査を行わなかったため、原告島津は管理者から注意指導を受けた。

原告島津事象№１６（坊農 勝彦助役）

平成２６年８月１２日２０時８分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ４５編成）の仕業検査時、

ＡＴＣ開放運転スイッチカギ箱確認の際に、「ＡＴＣ開放運転スイッチカギ箱『封印』、表示灯『滅灯』ヨシ」

の指差確認喚呼を行わなかったため、原告島津は管理者から注意指導を受けた。

原告島津事象№１７（丹藤 裕一助役）

平成２６年８月１９日２２時２５分頃、仕業庫において、Ｎ７００系（改造）新幹線電車（Ｘ３９編成）

の仕業検査時、緊急ブレーキテストの際に、ＢＣ圧をモニタで確認しなかったため、原告島津は管理者から

注意指導を受けた。

原告島津事象№１８（横田 浩平助役）

平成２６年８月２８日２１時１５分頃、仕業庫において、Ｎ７００系新幹線電車（Ｚ５９編成）の仕業検

査時、緊急ブレーキテストの際に、ＢＣ圧立上がりをモニタで確認しなかったため、原告島津は管理者から

注意指導を受けた。

次回も続きます！

さいばん通信
ＪＲ東海労大阪仕業検査車両所分会

No. ２０  ２０１６．６．５  

発行責任者   松本 幸一

編集責任者   教 宣 部


